
香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科 看護学専攻博士学位審査規程 

 

 （趣旨） 

第１条 この規程は、香川県立保健医療大学大学院保健医療学研究科看護学専攻（以下「研

究科」という。）において香川県立保健医療大学学位規程第３条の規定により博士（看護学）

の学位を授与するに当たり、博士論文の審査に関して必要な事項を定める。 

（研究指導教員等の決定） 

第２条 学長は、入学時に学生から提出された博士論文題目等申請書（第１号様式）の内容

に基づき、研究科委員会の議を経て、学生が志望する研究指導教員を決定する。 

２ 学長は、研究科委員会の議を経て、研究科博士後期課程の研究指導教員の中から、研究

指導補助教員を選任することができる。 

 （研究計画書審査の付託） 

第３条 学長は、別に定める期日までに学生から提出された博士論文研究計画申請書（第２

号様式）及び博士論文研究計画書（第３号様式）の審査を研究科委員会に付託する。 

２ 研究計画書審査の付託を受けた研究科委員会は、研究計画書審査委員を選出し、研究計

画書審査会を組織する。 

３ 研究計画書審査委員は、研究指導教員の中から主査１人及び副査２人で構成する。 

４ 主査は、担当の研究指導教員以外の研究指導教員から選出し、副査は、担当の研究指導

教員と、それ以外の研究指導教員から選出する。 

５ 前項の規定にかかわらず、審査に際して、研究科委員会が必要と認めたときは、他の大

学院又は研究所等の教員等の意見を求めることができる。 

６ 研究計画書審査会は、研究計画書と併せて、審査結果を研究計画書審査結果報告書(第11

号様式)により研究科委員会に報告し、研究科委員会は、その報告に基づき、審議する。 

７ 研究科長は、研究科委員会において前項の審議が終了したときは、直ちにその結果を学

長に文書で報告しなければならない。 

（研究倫理審査の付託） 

第４条 学長は、研究計画書の研究倫理の内容について、香川県立保健医療大学倫理審査委

員会（以下「倫理審査委員会」という。）に審査を付託するものとする。 

２ 倫理審査委員会等は、研究計画書の研究倫理について審査し、その結果を学長に文書で

報告しなければならない。 

（研究計画書の承認） 

第５条 学長は、第３条第７項及び前条第２項の報告に基づき、研究計画書の承認の可否を

決定する。 

２ 学長は、前項の結果を研究科委員会に通知する。 

（学術セミナーの実施） 

第６条 研究科委員会は、研究課題決定の概要について、博士論文としての妥当性及び進捗

状況の確認等を行うため、別に定める期日に第１回学術セミナーを実施する。 

２ 研究科委員会は、研究過程に関する博士論文としての妥当性及び進捗状況の確認等を行

うため、別に定める期日に第２回学術セミナーを実施する。 

３ 研究科委員会は、博士論文の概要について、博士論文としての妥当性及び進捗状況の確

認等を行うため、別に定める期日に第３回学術セミナーを実施する。 

（博士論文予備審査及び博士論文提出資格審査） 

第７条 学長は、別に定める期日までに学生から提出された博士論文予備審査申請書（第４



号様式）、博士論文、博士論文要旨（第５号様式）、博士論文目録（第６号様式）、履歴書（第

７号様式）及び副論文の審査を研究科委員会に付託する。 

２ 博士論文予備審査の付託を受けた研究科委員会は、博士論文予備審査委員を選出し、博

士論文予備審査会を組織する。 

３ 博士論文予備審査委員は、研究指導教員の中から主査１人及び副査２人で構成する。 

４ 主査は、担当の研究指導教員以外の研究指導教員から選出し、副査は、担当の研究指導

教員と、それ以外の研究指導教員から選出する。 

５ 前項の規定にかかわらず、審査に際して、研究科委員会が必要と認めたときは、他の大

学院又は研究所等の教員等の意見を求めることができる。 

６ 博士論文予備審査会は、博士論文予備審査申請書提出後１か月以内に論文審査及び口頭

試問を行い、審査結果を博士論文予備審査結果報告書（第８号様式）により研究科委員会

に報告し、研究科委員会は、その報告に基づき、審議する。 

７ 博士論文予備審査会は、成績評価専門委員会を兼ねることとし、単位取得状況及び副論

文掲載内容から、博士論文提出資格の審査を行い、審査結果を研究科委員会に報告し、研

究科委員会は、その報告に基づき、審議する。 

８ 研究科長は、研究科委員会において第６項及び前項の審議が終了したときは、直ちにそ

の結果を学長に文書で報告しなければならない。 

９ 学長は、前項の報告に基づき、博士論文予備審査及び博士論文提出資格審査の承認の可

否を決定する。 

（学位の授与の申請） 

第８条 前条第９項の承認を受け、博士の学位授与の申請をしようとする者（以下「学位申

請者」という。）は、博士論文審査申請書（第９号様式）に博士論文、博士論文要旨（第５

号様式）、博士論文目録（第６号様式）、履歴書（第７号様式）及び副論文を添え、別に定

める期日までに、学長に提出するものとする。 

２ 前項の規定に基づく博士論文等の提出部数は、次のとおりとする。 

 ⑴ 博士論文審査申請書                     １部 

⑵ 博士論文                          ４部 

⑶ 博士論文要旨                        ４部 

⑷ 博士論文目録                        ４部 

⑸ 履歴書                           ４部 

⑹ 副論文                           ４部 

（博士論文審査の付託） 

第９条 学長は、前条の規定に基づく博士論文審査の申請を受理した時は、研究科委員会に

その審査を付託する。 

（博士論文審査会） 

第10条 前条の規定に基づき博士論文審査の付託を受けた研究科委員会は、博士論文審査委

員を選出し、当該委員で組織された博士論文審査会が博士論文の審査及び最終試験を行う。 

２ 前項の博士論文審査委員は、博士論文予備審査会の博士論文予備審査委員３人とする。 

（審査等の期限） 

第11条 博士論文の審査及び最終試験は、学位申請者の在学期間中に終了するものとする。 

（博士論文発表会の実施） 

第12条 第10条第１項の規定に基づき博士論文審査会が行う最終試験は、博士論文発表会

をもって充てる。 



（博士論文審査会の報告） 

第13条 博士論文審査会は、成績評価専門委員会を兼ねることとし、博士論文の審査及び最

終試験の合否について審議し、直ちにその結果を研究科委員会に報告しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき博士論文審査会が研究科委員会に行う審査結果の報告は、博士論文

審査結果報告書（第10号様式）の提出による。 

（研究科委員会の審議等） 

第14条 研究科委員会は、前条の報告に基づいて、学位申請者に対する学位授与の可否につ

いて審議し議決を行う。 

２ 前項による研究科委員会における審議に際しては、修得単位数、最終試験の結果及び前

条第２項の博士論文審査結果報告書の内容に基づき、総合的に博士論文の合否判定及び修

了判定を行う。 

３ 研究科長は、研究科委員会において第１項の議決がなされたときは、直ちにその結果を

学長に文書で報告しなければならない。 

（学位授与の時期） 

第14条の２ 大学院学則第14条1項に基づく博士の学位授与の時期は、前条第１項に定め

る学位授与決定後の９月又は３月の別に定める日とする。 

（修了予定者の公表） 

第15条 学長は、第14条第３項の規定に基づき研究科委員会からの報告を受けたときは、

速やかに修了予定者を公表するものとする。 

（委任） 

第16条 この規程に定めるもののほか、博士論文の審査に関し必要な事項は、研究科委員会

の議を経て、学長が別に定める。 

 

 

附 則 

この規定は、平成31年４月1日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和２年６月３日から施行する。 

附 則 

この規程は、令和３年９月１日から施行する。 

  附 則 

この規程は、令和４年８月３日から施行する。 



  





 





 

 



 

 












